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事務事業評価 施策評価 

担当課長による評価 担当部長による１次評価 

行政評価委員会による２次評価

総合計画審議会による３次評価

事務事業の抜本的な見直し

の検討 

（廃止、実施主体の変更等）

総合計画審議会の意見への 

対応方針の決定 

事務事業の抜本的な見直し 

の決定 

事務事業評価内容の見直し 

個々の事業に反映できるもの 

翌年度以後の事業に反映 翌年度以後の取組に反映 

資料１ 

評価結果の活用 


